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1．何が課題か
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問題設定
再エネを中心とする分散型電源による発電事
業をどのようにして地域発展につなげるのか
FIT導入は、この問題を考える際の前提条件

ただ、それだけでは大規模事業者が発電事
業を席巻し、地域は発電事業に資源を提供
するだけに終わる恐れ

地域住民が中心になって発電事業を立ち上
げ(「住民参加」)、生み出された売電収入をそ
の地域に再投資することで、地域が持続可能
な発展を可能にすることが重要

条例制定の重要性
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2．飯田市におけるこれまでの
環境エネルギー政策とその課題
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おひさま進歩エネルギー株式会社：
市民共同出資
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おひさま進歩エネルギー株式会社：
飯田信用金庫による融資
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小水力発電への挑戦
 

木質ペレット 
製造工場 

農業用水「南原大井」をモデルに

した小水力発電の検討 

小沢川をモデルにした一級河

川での小水力発電の検討 
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候補地である小沢川の状況
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小沢川での小水力発電構想
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採算性の調査

出力147kWの発電機を想定
売電単価を20円/kWhとした場合
➤借入期間25年、利率3％程度であれば、収支ほぼ均
衡。 借入期間25年、金利3％というのは住宅ローンと
同程度の水準なので、行政の支援でリスクを限りなくゼ
ロに近づけることができれば、事業成立可能な水準。
売電単価を15円/kWhとした場合
➤金利をほぼゼロとし、借入期間も30年としてようやく収
支均衡。促進方策を強力に導入しない限り、民間事業と
して実現するのは困難
しかし、買取価格は想定をはるかに上回る35.70円！
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再生可能エネルギーと事業主体

これまでの検討の結果、ハード面よりもソフト面
の重要性が明らかに
(1)どのようにして再エネ発電の事業主体を創出するか

(2)どのような組織か(認可地縁団体[地方自治法第260条第2
項]、財産管理区、組合、合同会社、株式会社・・・)

(3)資金調達(ファイナンス)システムの構築

(4)人的資本の集積と蓄積

(5)市場創出と公益性の担保(規制の組み換え)

地域住民によって所有され、運営される事業経
営体の創出
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エネルギー政策と地域経営
公営企業の活用～自ら事業を手がける
➤ドイツでは電力・ガスを含むエネルギー公営企業を活用

➤例えばドイツ・フライブルク市は、民間と市が出資する総合エネルギー会社(電気、
ガス、上下水道、天然ガスを一手に手がける)の収益を還元し、市のLRT事業を支え
ている

➤この企業の定款は、エネルギー安定供給だけでなく、エコロジー、持続可能性、天
然資源の保全のために収益の一定割合を投資基金として積み立てることを定めてい
る

「プラットフォーム」としての市場形成の役割～一歩引いた役割
➤再エネ発電事業は、民間企業や民間事業体の役割と割り切る

➤地方自治体は、民間事業が再エネ発電事業に向けて立ち上がるのを支援

➤その際に重要なのは、人的資本、社会関係資本。つまり、組織、ノウハウ、運営能
力、事業知識、そして事業に向けて協力できる人間関係の構築。

➤民間企業や事業体の参入を促す一方、エネルギーというきわめて公益性の高い政
策領域であるため、公益性担保のための参入条件の設定、公正競争のルール設定
は自体の役割
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3．ドイツ再エネ調査
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事業主体としての「エネルギー組合」

組合(ゲノッセンシャフト)とは
1850年頃に2人のドイツ人によって「自己責任」、 「自治」、そ

して「自助」を根本原理とする自治組織として提唱

特徴
自発的でオープンな参加形態、意思決定における一人一票
原則、組合員による民主的な組織コントロール、組合員によ
る組合の共同設置(共同出資)、責任は出資した額の分のみ

組合の意思決定原理
①総会、②監査委員会③理事会
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事業主体としての「エネルギー組合」

3つの業務形態
①「銀行」領域、②「農業」領域、③「商業、工業、サービス(エネルギーを含

む)」領域。

規模
ドイツ全土で2,000万人が加入。一番大きいのは銀行分野(口座を開設する

と、自動的に組合員になるから)

動向
◆数年前までは古臭いイメージだったが、2008年のリーマン・ショック以来、

ルネッサンスを迎えている

◆大手銀行との相違：地域を重視し、利率は低いが透明性が高い。「銀行」

領域の組合員数：約900万人(1980年)⇒約1,700万人(2010年)
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「組合」としての銀行：フォルクスバンク

「組合法」に根拠をもち、定款(Satzung)に基づいて

運営され、その中に企業理念
(Unternehmensleidbild)が掲げられている

民主主義的な意思決定を徹底させるため、1人3株
までしか保有できないようになっている

地域密着型：海外展開はしない。顧客は同時に出
資者であり、パートナー。組合銀行に対して権利と
責任をもつ。

リーマン・ショック以降の預金口座シフト

再エネ事業、建築物の断熱改修に積極的に融資
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シェーナウ電力会社（組合）
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シェーナウ電力会社（組合）
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シェーナウ電力会社（組合）
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シェーナウ電力会社（組合）
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シェーナウ電力会社（組合）
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シェーナウ電力会社（組合）
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ドイツ調査から得られた飯田市への
示唆

事業組織形態としての「組合」の可能性
➤民間企業でもなく、公共事業でもない、市民主

体の住民参加型事業

➤「エネルギー公社」の重要性

地域金融機関の重要性
➤再エネを中心とする持続可能な発展を支える資金

調達手法とリスク管理手法の開発

➤経済性と社会性・エコロジー性の両立を目指

すGLS銀行(組合)の存在


